
*14 ＴＰマネジメント（Total Productivity Management）

総合生産性管理を指し、総合的な生産性指標を設定し、その目標を所属や個人レベルにまでブレイクダウ
ンし、各個別目標を達成するための施策を明確にすることで、確実に成果を出そうとする考え方

第３章
目標設定と改革項目

１ 目標の設定

本大綱では、質の高い行政サービスを持続的に提供するため、次の３つを目標として設

定し、目標を実現するために１５の改革を行います。

１ デジタルトランスフォーメーション等による新しい行政の確立

２ 職員の能力を最大化できる働き方改革

３ 災害などにも対応できる持続可能な財政基盤の構築

また、目標の最終達成度合を測る指標としてＫＧＩを設定します。ＫＧＩは、Key Goal

Indicatorの略で、重要目標達成指標を指します。これまでの計画で使用してきたＫＰＩ

（Key Performance Indicator）は重要業績評価指標で、ＫＧＩを各施策レベルに分解し、

ＫＧＩを達成するために必要な各施策ごとの目標値を設定するものです。

ＫＧＩの行財政改革大綱への導入は、全国的にもほとんど例はなく、ニューノーマルに

向けて新たな行政の運営方法を目指す挑戦的な取組となります。行政の政策目的は多岐に

わたり、様々な視点からのＫＧＩの設定が考えられますが、本大綱のＫＧＩは、行政改革

の目的から大きく次の視点に立って設定します。

①コスト削減（職員の労働時間も含む）

②県民満足度向上（ＣＳ…Customer Satisfaction）

③職員満足度向上（ＥＳ…Employee Satisfaction）

加えて、トップの思いを具体化した総合的な目標を所属や個人レベルまでブレイクダウ

ンして施策を推進していくＴＰマネジメント*14の考え方と組み合わせ、県全体の目標であ

るＫＧＩとそれに連なるＫＰＩ、さらには各職員の目指すべき目標とをリンクさせ、明示

的に設定することによりベクトルを合わせて全庁的に目標に向かっていくこととします。

（図８「ＴＰマネジメントの概念図」参照）

ＫＧＩを導入する目的は、①ＫＰＩのみではそれぞれの施策を何のために実施するのか

が分かりづらく、施策自体が目的化してしまうということを防ぎ、施策の必要性や方向性、

内容や程度を判断しやすくなること、②目標重視の姿勢を鮮明にすることで、職員が最終

目標を常に意識しながら業務に当たり最大限努力するという組織風土を醸成することにあ

ります。
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さらに、ＫＧＩを職員一人ひとりに浸透させるためには、業務の進捗状況や課題・問題

点を定期的に確認する係ミーティングや、所属内の目標の達成状況を定期的に確認し対策

を検討する係長会議を開催するなどの工夫をしていく必要があります。

図８ ＴＰマネジメントの概念図

【ＫＧＩの算定方法】

ＫＧＩは、その指標を達成するために本大綱において設定したＫＰＩの実績を積

み上げて算定します。

（例１）【ＫＰＩ】「行政手続電子化率」の場合

行政手続電子化数／行政手続総数＝ＫＰＩの実績

↓ 上記２つの件数に想定される県民コストを乗じて算出

電子化による県民コスト削減額／行政手続に係る県民コスト総額

⇒【ＫＧＩ】「行政手続に係る県民コスト削減率」に算入

（例２）【ＫＰＩ】「テレワーク週平均取得日数」の場合

テレワーク実施延べ数／勤務週数／職員数＝ＫＰＩの実績

↓ テレワーク実施延べ数に想定される職員負担軽減時間を乗じて算出

⇒【ＫＧＩ】「働き方改革による職員負担軽減時間」に算入

ただし、間接的な効果を上げる施策もあることから、本大綱に掲げたＫＰＩのす

べてがＫＧＩに算入できるわけではないため、直接的な効果を上げる施策のＫＰＩ

のみを算入することとします。
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２ 改革項目

本大綱における改革及び実施項目は次のとおりです。

３つの目標 １５の改革 ３０の実施項目

Ⅰ デジタルトラン １ デジタルトランスフォーメー (１)電子申請受付システム、マイナンバー

スフォーメーショ ションによる県民の利便性向上 カード活用★

ン等による新しい (２)県への支払い方法の多様化★

行政の確立 (キャッシュレス導入、コンビニ納付等)

(３)利用機会の格差是正★

(デジタルデバイド対策)

(４)規制緩和の推進★

(標準処理期間、添付書類、押印等の見直し)

(５)オープンデータ化の推進★

(６)デジタル技術を活用した地域課題解決

２ 戦略的なメディアプロモーション (７)日本最先鋭のコンテンツ創出力と独自の

体制の整備と推進 メディアミックスを駆使した情報発信(動

画・放送スタジオ、ホームページ、ＳＮＳ、

テレビ、出版物等の活用及び分析等)
３ 官民共創コミュニティの実現 (８)官民共創コミュニティの理念を活かした

行政手法の導入

４ 民間と協力した行政手法の多 (９)民間活力の活用(ＰＦＩ、ＰＦＳ/ＳＩＢ、

様化 ＥＳＣＯ事業、ＮＰＯ連携)

５ 自治体連携と地方分権改革推進 (10)他自治体との連携・支援体制強化★

(自治体間連携・共同化支援、人材支援、

システム共同化・標準化支援、地方分権

提案支援)

Ⅱ 職員の能力を最 ６ 県政のデジタル化推進 (11)ＩＣＴの利活用による業務効率化★

大化できる働き方 (電子決裁、ペーパーレス会議、ＡＩ等活用)

改革 (12)情報システム最適化★(クラウド化)

(13)ＩＣＴ人材の活用とＩＣＴリテラシーの

向上

(14)エビデンスに基づく政策立案(ＥＢＰＭ)

７ 業務プロセス改革(ＢＰＲ)推 (15)業務プロセス改革による効率化推進★

進 (５Ｓ、カイゼン等)

(16)効果的・効率的な組織体制整備及び適正

な定員管理
８ 多様で柔軟な働き方の実現 (17)テレワーク推進

(在宅ワーク、サテライトオフィス、フ

リーアドレス)

(18)ワーク・ライフ・バランスの推進

９ 多様な人材の育成・活躍推進 (19)幅広い人材育成

(20)職員の政策形成能力の向上

(政策プレゼン)

(21)女性・障害者の活躍推進

10 ガバナンスとコンプライアン (22)内部統制の徹底

ス強化

Ⅲ 災害などにも対 11 財政の透明性向上 (23)中期財政見通しの作成・公表

応できる持続可能 12 財政規律の強化 (24)基礎的財政収支の黒字の維持及び財政調

な財政基盤の構築 整基金の残高確保

13 歳入確保と民間資金の活用 (25)県税収入の確保

(26)税外債権の適正管理

(税外未収金の全庁連携)

(27)自主財源確保と民間資金の活用推進

(ネーミングライツ、クラウドファンディング)

14 公共施設等の有効活用と適正 (28)県有施設の有効活用

管理 (29)公共施設等の長寿命化

15 公営企業の経営基盤強化 (30)公営企業の健全な経営

※★印は、群馬県官民データ活用推進計画の取組項目です。



目標１ デジタルトランスフォーメーション等による新しい行政の確立

デジタルトランスフォーメーションは、「ＩＣＴ（情報通信技術）の浸透が、人々の生

活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」という概念であり、行政の仕事もデジタル

技術の活用により、大きく変化していくことが求められています。

本県においても、速やかに、あらゆる分野でのデジタルトランスフォーメーションを推

進し、県民の利便性を高めて県民満足度の向上を図る必要があります。そこで、３年以内

に日本最先端クラスのデジタル県となることを目指し、具体的な行程を定めて強力に推進

します。

また、独自のメディアミックスを駆使した戦略的なメディアプロモーション体制の整備

や、公共私が連携して地域課題等の解決に向けて共創する新しい行政の確立を目指します。

ＫＧＩ① デジタル化による県民利便性向上

「県民満足度向上（ＣＳ）」の視点から、行政手続のオンライン化や、規制緩和等

により県民の利便性が向上した効果を算出します。

■改革１ デジタルトランスフォーメーションによる県民の利便性向上

令和元年１２月に施行されたデジタル手続法においては、国、地方公共団体、民間事業

者、国民その他の者があらゆる活動において情報通信技術の便益を享受できる社会の実現

を目指し、①デジタルファースト（個々の手続・サービスが一貫してデジタルで完結する）、

②ワンスオンリー（一度提出した情報は、二度提出することを不要とする）、③コネクテ

ッド・ワンストップ（民間サービスを含め、複数の手続・サービスをワンストップで実現

する）の基本原則を掲げています。

本県においても、この基本原則の下、デジタルトランスフォーメーションを推進し、電

子申請の推進、マイナンバーカードの普及・活用、県への支払い方法の多様化（キャッシ

ュレス導入）の推進など、県民の利便性を向上させる取組を実施します。（図９「電子申

請手続数及び利用件数の推移」参照）

また、ＮＰＯや民間団体を含めた様々な主体が公共データを活用し、創意工夫を活かし

た多様なサービスの迅速かつ効率的な提供や官民の協働による公共サービスの提供・改善

を実現するため、県の所有するデータのオープンデータ化を推進します。

【実施項目】

・電子申請受付システム、マイナンバーカード活用 ★群馬県官民データ活用推進計画

対応項目（以下同様）

・県への支払い方法の多様化（キャッシュレス導入、コンビニ納付等）★

・利用機会の格差是正（デジタルデバイド対策）★

・規制緩和の推進（標準処理期間、添付書類、押印等の見直し）★

・オープンデータ化の推進 ★

・デジタル技術を活用した地域課題解決
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図９ 電子申請手続数及び利用件数の推移

■改革２ 戦略的なメディアプロモーション体制の整備と推進

ニューノーマルを見据えて社会のデジタル化が加速する中で、デジタルメディアを活用

した情報発信が求められています。

また、戦略的な情報発信により本県のブランド力を向上させ、国内外の経済の活力を本

県経済に取り込むことや、平常時だけでなく、自然災害の発生などによる非常時でも、県

内にいる人々が迅速に情報を入手できるようにすることも必要です。

このような中で、本県においては、知事自身によるトッププロモーションや、動画・放

送スタジオ「tsulunos」及びＳＮＳ（Social Networking Service）等の活用、アクセス

情報等の分析の徹底・共有により、日本最先鋭の自前のコンテンツ創出力を獲得し、本県

の正確でタイムリーな情報を、だれ一人取り残すことなく、本県独自のメディアミックス

により、国内外に発信していきます。

【実施項目】

・日本最先鋭のコンテンツ創出力と独自のメディアミックスを駆使した情報発信（動画・

放送スタジオ、ホームページ、ＳＮＳ、テレビ、出版物等の活用及び分析等）

写真１ 動画・放送スタジオ「tsulunos」の様子
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ＫＧＩ② 民間活力の活用と市町村支援

「コスト削減」の視点から、民間資金の活用や民間との協働等によりコストを削減

した効果を算出します。

■改革３ 官民共創コミュニティの実現

新・総合計画がゴールとする令和２２年（2040年）までの今後２０年間に予想される人

口減少や高齢化の進展により、行政分野においても担い手不足が見込まれます。また、こ

れまで扶助機能を担ってきた地縁組織や家族のつながりが弱体化することに加え、民間事

業者が撤退するなど、地域社会を維持するために必要なサービスを提供してきた環境が大

きく変容することが予想されます。

これからの自治体は、このような環境下で、ますます複雑化する地域課題や多様化する

住民ニーズに持続可能な形で対応していく必要があります。

この困難な状況を切り開く鍵の一つは「共創」です。企業や大学、ＮＰＯ、地域を基盤

にした団体など様々な主体が連携し、公的サービスの一翼を担っていくよう「共創」の場

となる連携のプラットフォームとなることが、これからの自治体に求められる役割のひと

つです。

群馬県では、この「共創」の場を「官民共創コミュニティ」と呼びます。「官民共創コ

ミュニティ」は、企業や大学にとどまらず、多様な住民を含む様々な主体の交流からイノ

ベーションが生まれ、社会課題の解決が図られる、これからの公共のあり方を示していま

す。県内にたくさんの「官民共創コミュニティ」を育んでいく取組を進めます。（図１０

「官民共創コミュニティの体制」参照）

【実施項目】

・官民共創コミュニティの理念を活かした行政手法の導入

図１０ 官民共創コミュニティの体制
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*15 ＰＦＳ（Pay For Success）
地方公共団体等が、民間事業者に委託等して実施させる事業のうち、その事業により解決を目指す「行政

課題」に対応した「成果指標」が設定され、地方公共団体等が当該行政課題の解決のためにその事業を民間
事業者に委託等した際に支払う額等が、当該成果指標の改善状況に連動する事業

*16 ＳＩＢ（Social Impact Bond）
ＰＦＳによる事業を受託した民間事業者が、当該事業に係る資金調達を金融機関等の資金提供者から行い、

その返済等を成果に連動した地方公共団体からの支払額等に応じて行うもの

*17 ＰＦＩ(Private Finance Initiative)
公共施設の建設、維持管理、運営等に民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用することにより、同一

水準のサービスをより安く、又は、同一価格でより上質のサービスを提供する手法

*18 ＥＳＣＯ（Energy Service Company）
民間事業者が実施する省エネルギーサービスのことで、事業者が設計や施工、運転・維持管理、資金調達

などを包括的に行う事業

■改革４ 民間と協力した行政手法の多様化

多様化する県民ニーズへの対応や、厳しい財政状況において業務効率を可能な限り向上

させていくため、様々な民間主体との連携や協働を進めるとともに、新たな手法である

ＰＦＳ*15やＳＩＢ*16の活用についても検討しつつ、民間活力やノウハウを効果的に活用し、

行政サービスの更なる質の向上を図ります。

【実施項目】

・民間活力の活用（ＰＦＩ
*17
、ＰＦＳ/ＳＩＢ、ＥＳＣＯ事業

*18
）、ＮＰＯ等連携

■改革５ 自治体間連携と地方分権改革推進

県内の市町村の中には、令和２２年（2040年）には、人口が約７０％近く減少してしま

うと試算されている自治体もあり、そうした自治体では、行政サービスの維持が困難にな

ることも想定されます。

そこで、市町村間又は県・市町村間で連携し、行政サービスの維持が困難となった小規

模自治体の支援を行うことが必要となります。

令和２年６月の国の第３２次地方制度調査会の答申においては、都道府県による補完・

支援の必要性が謳われ、事務の委託、事務の代替執行、過疎地域における道路の代替整備

等、市町村に代わって事務を行う手法に加え、法令上の役割分担は変更せず、都道府県と

市町村が一体となって行政サービスを提供する、協働的な手法が示されました。

地域の行政課題を解決するためには、県と市町村との連携が不可欠であり、今後も連

携・支援体制を強化していくとともに、地方創生関係交付金の活用や事業・システムの共

同化支援、県・市町村間の人事交流を進め、質の高い行政サービスの維持を図ります。

【実施項目】

・他自治体との連携・支援体制強化（自治体間連携・共同化支援、人材支援、システム

共同化・標準化支援、地方分権提案支援）★
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*19 ＥＢＰＭ
Evidence Based Policy Makingの略

目標２ 職員の能力を最大化できる働き方改革

県政を進める上において、その中心となるのは職員です。職員一人ひとりが主役となっ

てその能力を最大限発揮できる体制や仕組み、そして、それらを生み出す土壌を作ること

が、県政の大きな飛躍に直結します。

デジタル技術の活用や業務プロセスの見直しにより、業務の効率化を図り、職員が生産

性の高い業務に集中的に取り組めるようにします。

また、テレワークの促進や、時差出勤・育児休暇等の両立支援制度の利用などにより柔

軟な働き方ができる環境を整えるとともに、障害の有無や性別などに関わらず個々の能力

を発揮できるダイバーシティの推進を図ります。

ＫＧＩ③ デジタル化の推進と業務効率化

「コスト削減」の視点から、ＡＩ等の活用や業務プロセス改革等によりコストを

削減した効果を算出します。

■改革６ 県政のデジタル化推進

県の業務におけるデジタルトランスフォーメーションを進め、ＡＩ等のＩＣＴの活用、

クラウドサービスの利用やサーバ統合等の情報システムの最適化、県庁情報通信ネット

ワークの再構築などにより、職員の業務効率の向上とコスト削減等を図ります。（図１１

「電子決裁率の推移」参照）

とりわけ、平成２９年５月に決定された国の「デジタル・ガバメント推進方針」では、

クラウドサービスの積極的活用が掲げられ、情報システムを整備する際に、クラウドサー

ビスを第一候補とする「クラウド・バイ・デフォルト原則」が示されたところであり、本

県においても、同原則に基づきクラウドサービスを積極的に活用します。

また、施策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、施策目的を明確化した

上で、合理的根拠（エビデンス）に基づくものとするＥＢＰＭ*19を推進します。

さらに、ＩＣＴの専門的な知識を有する人材を活用し、ＩＣＴの導入促進を図るととも

に、職員教育を強化して、情報セキュリティ対策等のＩＣＴリテラシーを高めていきます。

【実施項目】

・ＩＣＴの利活用による業務効率化（電子決裁、ペーパーレス会議、ＡＩ等活用）★

・情報システム最適化（クラウド化）★

・ＩＣＴ人材の活用とＩＣＴリテラシーの向上

・エビデンスに基づく政策立案（ＥＢＰＭ）
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*20 ＢＰＲ（Business Process Reengineering）
既存の業務プロセスを詳細に分析して課題を把握し、ゼロベースで全体的な解決策を導き出すことにより、

県民及び職員の双方の負担を軽減するとともに、業務処理の迅速化・正確性の向上を通じた利便性の向上を
図る取組

写真２ ＩＣＴ利活用に係る写真・イメージ

図１１ 電子決裁率の推移

■改革７ 業務プロセス改革（ＢＰＲ*20）推進

職員が行っている業務のプロセス（工程）を見直し、省力化を図ります。

不要な工程の省略、権限委任による決裁区分の見直し、協議方法の見直し、書類作成方

法の見直し、会議の見直しなど見直し項目は無限にあり、見直しは継続的に実施すること

が必要です。

こうしたことから、業務プロセス改革を継続的に推進していくための体制・仕組みを整

備し、全庁的に業務プロセス改革を進めていきます。

また、業務プロセス改革などを通して、より効果的・効率的な組織体制を構築するとと

もに、適正な定員の管理も実施します。

【実施項目】

・業務プロセス改革による効率化推進（５Ｓ、カイゼン等）★

・効果的・効率的な組織体制整備及び適正な定員管理
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ＫＧＩ④ 多様な人材の活躍と働き方改革

「職員満足度向上（ＥＳ）」の視点から、テレワークやワーク・ライフ・バランス

の推進等により職員の負担が軽減した効果を算出します。

■改革８ 多様で柔軟な働き方の実現

これまでの我が国の労働制度と働き方においては、残業を前提とした長時間労働や育児

休暇の取得のしにくさなどの労働慣行により、子育てや介護等との両立が難しく、幅広い

人材の活躍や労働生産性の向上を阻む要因となっていました。こうした課題に対応するた

め、国は平成２９年３月に「働き方改革実行計画」を策定し、長時間労働の是正や柔軟な

働き方がしやすい環境整備を推進することを決定しました。

長時間労働の是正などにより、ワーク・ライフ・バランスが改善し、就労を希望するだ

れもが仕事に就きやすくなり、労働参加率や労働生産性の向上に繋がると考えられます。

また、併せて柔軟な働き方がしやすい環境整備としてテレワークの推進等が掲げられて

います。

こうしたことから、本県においても、総労働時間の縮減を引き続き推進するとともに、

柔軟な働き方ができるようテレワーク等の環境を整備し、ワーク・ライフ・バランスの改

善を進めます。（図１２「サテライトオフィスの配置状況（令和２年１２月時点）」参照）

【実施項目】

・テレワーク推進（在宅ワーク、サテライトオフィス、フリーアドレス）

・ワーク・ライフ・バランスの推進

図１２ サテライトオフィスの配置状況（令和２年１２月時点）
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*21 教育イノベーション
生徒１人１台のＰＣ等によるＩＣＴ利活用や、多様な個性に合った最適な環境で提供する個別最適化教育、

教員の働き方改革等を目指す本県の教育改革

■改革９ 多様な人材の育成・活躍推進

近年、複雑・高度化する行政課題に対応するため、幅広く人材を育成し、活躍を推進す

ることが必要になっています。

民間企業を含む他団体への派遣や、様々な職員研修を実施することで、より専門的で高

度な人材の育成を進めるとともに、県政課題の解決策提案を目的とした政策プレゼンを実

施し、職員の意識や政策立案能力、さらにプレゼン技術等の向上を図ります。

また、新・総合計画では教育イノベーション
*21
により、自分の頭で未来を考え、動き出

し、生き抜く力を持つ「始動人」を本県から輩出することを目指しています。まずは県庁

職員が「始動人」となれるよう人材育成に努めます。

さらに、働く職員がそれぞれの多様性を認め、お互いに助け合うことにより、個々の能

力を十分に発揮できる環境をつくっていくダイバーシティ・マネジメントの考え方や、

ＳＤＧｓの理念に基づき、総労働時間の縮減や両立支援制度の充実、男性の家事・育児参

加促進、テレワークの環境整備等により、障害の有無や性別などに関わらず、だれもが持

てる能力を最大限発揮できる働きやすい職場づくりを進めます。

【実施項目】

・幅広い人材育成

・職員の政策形成能力の向上（政策プレゼン）

・女性・障害者の活躍推進

写真３ 政策プレゼンの様子
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*22 内部統制
地方公共団体における内部統制とは、地方公共団体の長が、組織目的の達成を阻害する事務上の要因をリ

スクとして把握・評価し、対応策を講じることで、事務の適正な執行を確保すること

■改革１０ ガバナンスとコンプライアンス強化

平成２９年の地方自治法の一部改正に伴い、令和２年４月から都道府県に内部統制制度

の導入が義務付けられたことから、本県においては、令和２年３月３１日に群馬県内部統

制基本方針を策定し、内部統制*22に取り組んでいます。

知事の強いリーダーシップの下、内部統制推進・評価会議や専門の弁護士を設置し、「財

務に関する事務」に加え、本県オリジナルの事項である「個人情報保護に関する事務」、

「公正な職務の執行を損なうおそれのある働きかけへの対応に関する事務」を対象に、想

定されるリスクを設定し、毎年度評価を行う「群馬モデル」として内部統制を推進します。

これにより、業務に伴う重大な不祥事例（事務ミス、法令違反等）の発生を未然に防ぎ、

県民から大きく信頼される行政運営の確立を図ります。（図１３「内部統制事務フロー図」

参照）

【実施項目】

・内部統制の徹底

図１３ 内部統制事務フロー図
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目標３ 災害などにも対応できる持続可能な財政基盤の構築

本県では、これまでの行政改革の取組等により、相対的に健全な財政運営を継続してき

ましたが、近年、大規模化する自然災害や新型コロナウイルス感染症の流行など、これま

で経験したことのない事態が発生している現下の情勢においては、災害等に対応できる財

政調整基金等の確保や、県債残高の削減に努め、緊急の財政出動に備える必要があります。

こうしたことから、本大綱においては、基礎的財政収支（プライマリーバランス）の黒

字を維持するとともに、財政調整基金の残高確保、県税収入を始めとした自主財源の確保、

公共施設等の有効活用、公営企業の経営基盤強化等に取り組みます。（図１４「積立基金

残高の推移」、図１５「県債残高の推移」参照）

図１４ 積立基金残高の推移
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図１５ 県債残高の推移

ＫＧＩ⑤ 緊急事態対応と健全な財政運営の確立

「コスト削減」の視点から、財政規律の強化や公共施設等の長寿命化等によりコス

トを削減し、財政健全化につながった効果を算出します。

■改革１１ 財政の透明性向上

少子高齢化に伴う社会保障関係経費の増加や、大規模災害等に伴う対応経費の増加等、

地方財政を巡る環境は厳しさを増しています。そうした中で、中長期的な視点を持ち、持

続可能な財政運営を行っていく必要があります。

そこで、今後の県財政の状況を推計した「中期財政見通し」を作成することにより、将

来にわたって県財政の健全性を維持するとともに、見通しの結果を公表することで県財政

の透明性を向上させます。

【実施項目】

・中期財政見通しの作成・公表



■改革１２ 財政規律の強化

健全な財政運営を維持するためには、各年度ごとの収支のバランスを維持するとともに、

突発的な支出に対応するための基金の残高を確保しておくことが必要です。

中期財政見通しや社会経済情勢を考慮した歳入の見通しを踏まえ、適正な歳出の管理を

徹底し、基礎的財政収支（プライマリーバランス）の黒字化を図ります。（図１６「プラ

イマリーバランスの推移」参照）

また、新型コロナウイルス感染症や大規模災害等の支出に備え、財政調整基金を積み立

て、必要な残高を確保するよう取り組みます。

【実施項目】

・基礎的財政収支の黒字の維持及び財政調整基金の残高確保

図１６ プライマリーバランスの推移

■改革１３ 歳入確保と民間資金の活用

今後も健全な財政運営を維持するため、更なる歳入の確保を図っていく必要があること

から、県税収入の確保や税外債権の適正な管理を徹底するとともに、施設命名権（ネーミ

ングライツ）や未利用地の売却、使用料・手数料の設定など自主財源を確保します。（図

１７「県税収入の推移」参照）

また、クラウドファンディングの活用など新たな民間資金の活用の方策等についても検

討していきます。

【実施項目】

・県税収入の確保

・税外債権の適正管理（税外未収金の全庁連携）

・自主財源確保と民間資金の活用推進（ネーミングライツ、クラウドファンディング）
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図１７ 県税収入の推移

■改革１４ 公共施設等の有効活用と適正管理

「群馬県公共施設等総合管理計画」に基づき、公共建築物及びインフラ施設からなる公

共施設等を重要な経営資源と捉え、県有施設や空間の有効活用を推進するとともに、劣化

診断や点検等を踏まえた長寿命化工事を実施し、維持管理・更新等にかかる経費の節減を

図ります。

また、時代の変化等に伴い、必要性や有効性が減少した県有施設については、そのあり

方を抜本的に見直し、廃止・統合や用途変更等について検討します。

【実施項目】

・県有施設の有効活用

・公共施設等の長寿命化

■改革１５ 公営企業の経営基盤強化

企業局においては、電気事業、工業用水道事業、水道事業、団地造成事業、施設管理事

業を実施し、地域発展に必要不可欠な社会基盤を構築しています。今後は、経営基本計画

に基づき、効果的・効率的な事業執行を図り、健全経営を継続していきます。（図１８「企

業局の決算の推移」参照）

病院局においては、心臓血管センター、がんセンター、精神医療センター、小児医療セ

ンターの４病院を運営し、県内の医療体制の強化を図っています。今後は、県立病院改革

プランに基づき、病院の機能強化、医療人材確保、経営健全化、デジタルトランスフォー

メーションの推進等に取り組んでいきます。（図１９「病院局の決算の推移」参照）

【実施項目】

・公営企業の健全な経営



図１８ 企業局の決算の推移

注）令和元年度の水道事業の純損失は、新田山田及び東部地域水道を群馬東部水道企業団に

事業譲渡したことに伴う特別損失を計上したことによるもの。

図１９ 病院局の決算の推移

27

第３章 目標設定と改革項目




